
企業年金連合会の改革案について

▲１６人

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成25年度～＞

181人 196人 180人

≪削減数≫

・記録整備に係る人員を２５年度を目途に削減

―

≪国庫納付見込額≫

▲1.8 億円

・ 京都年金基金センターは福祉施設としては廃止。建物についても年金運用資産と
して活用し、その収益を年金積立金に充当する方向で速やかに検討。

＜平成21年度＞ ＜平成22年度＞ ＜平成23年度＞
補助金 4.6億円
委託費 2.0億円

補助金 1.8億円
委託費 1.9億円

補助金 0億円
委託費 1.9億円

≪削減額≫

役員：1名削減
組織統廃合
役員の部長職兼務

≪今後の対応≫平成21年度 平成22年度 削減数

役員 2/5人中 2/5人中 -

職員 4/181人中 15/196人中 -

１．ヒト（組織のスリム化）

２．モノ（余剰資産などの売却）

３．カネ（国からの財政支出の削減）

改革効果

＊23年度役員数縮減し５名→4名体制へ

＊役員の部長職兼務（2部1室）・職務

拡大（担当部の複数化等）により人件
費削減

仕分け後

国家公務員
OB関連

・役員については、次期改選時（23年
4月）に公募。



・ 未請求者対策

未請求者対策は、別紙の工程表のとおり推進する。

４．事務・事業の改革

仕分け後



 - 1 - 

（別紙） 

 

企業年金連合会における未請求者対策を進めるための実施計画（工程表）（案） 

 

                        平成２２年９月１日 

              

         

 

 企業年金連合会は、その業務として、厚生年金基金を転退職した加入員や解

散した厚生年金基金の加入員に対し、年金給付を行っている。 

受給可能な年齢に達したにもかかわらず、当該年金に係る裁定請求を行って

いない者（未請求者）が多数存在していたことから、未請求者対策として平成

１９年度以降、様々な取り組みを進めてきており、特に住所が不明であること

により連絡がとれない未請求者の住所把握に努めている。引き続き、年金の確

実な支給に向け、本実施計画（工程表）に沿って、取り組みを進めていくこと

とする。 

 

Ⅰ 未請求者の状況 

・  平成 19 年 3 月末時点の未請求者 124 万人のうち、平成 22 年 3 月末時点

での未請求者は 70 万人。うち、転居先不明の人が 44 万人、裁定請求書は

到達しているが、請求保留の人が 26万人。 

・  平成 19年度中に新たに受給権を取得した方は 66万人。平成 22 年 3月末

時点での未請求者は 16万人。うち、転居先不明の人が 7万人。裁定請求書

は到達しているが、請求保留の人が 9万人。 

・ 平成 20 年度中に新たに受給権を取得した方は 72万人。平成 22 年 3月末

時点での未請求者は、20万人。うち、転居先不明の人が 10万人。裁定請求

書は到達しているが、請求保留の人が 10万人。 

・ これを合計すると、平成 22 年 3月末時点での未請求者は 106 万人。うち、

転居先不明の人が 61万人、裁定請求書は到達しているが、請求保留の人が

45万人と見込んでいる。 

・ 以上とは別に、平成 21 年度中に新たに受給権を取得した方は 78 万人。

うち、未請求者については集計中。 

 

【参考】平成 20年度末時点での未請求者の状況 

  ・1 件あたりの平均年金額は、 3.2 万円（中途脱退者（全体の 95％） 1.8 万

円、解散基金加入員（全体の 5％） 33 万円） 

     注（１） 中途脱退者のうち、６６％が年金額 1万円未満 

     注（２） 中途脱退者のうち、９３％が加入期間 5年未満 
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  ・未請求者のうち、41％が 60 歳及び 61 歳の者。また、66％が 60歳代前

半の者となっている。 

 

Ⅱ 実施計画の期間等 

 １ 実施計画の期間 

○   22 年度から 24 年度までの 3 年間を、これまでの対策を踏まえ、未請

求者特別対策重点期間とする。ただし、その後も、新たに受給権を得る

者が発生することから、未請求者対策そのものは継続的に実施するもの

とする。 

 ２ 実施計画の見直し 

○ 実施状況等を踏まえ、少なくとも年度毎に見直しを行う。 

 

Ⅲ 作業項目と進捗目標 

 １ 住所不明者対策 

（１）日本年金機構が保有する住所情報の活用による現住所把握・裁定請求書

の送付 

① 平成 21年 10 月から平成 22年 3月までの 60歳到達者のうち、転居先

不明者について、日本年金機構から住所を取得し、平成 22 年 8 月に裁

定請求書を送付。 

 （注）平成 21 年 9 月までの未請求者のうち、日本年金機構からの住所

情報取得等により住所を把握できた方に対しては、裁定請求書を送付済。 

  ② 平成 22 年度に 60 歳に到達する者について、事前（21 年度中）に日

本年金機構から住所を取得しており、60 歳到達月の前月に順次、裁定

請求書を送付。 

③  平成 22 年 4月から平成 22年 9月に 60 歳に到達し、②により裁定請

求書を送付したが、転居先不明となった者について、再度、日本年金機

構から住所を取得し、平成 22年 12 月に裁定請求書を送付。 

④ 平成 22 年 10 月から平成 23 年 3 月に 60 歳に到達し、②により裁定

請求書を送付したが、転居先不明となった者について、再度、日本年

金機構から住所を取得し、裁定請求書を送付。 

（注）なお、②から④については、平成 23年度以降についても当該スケ

ジュールに沿って対策を実施。 

（２）住民基本台帳ネットワークが保有する住所情報の活用による現住所把

握・裁定請求書の送付 

○ 現在国会に提出されている「国民年金及び企業年金等による高齢期の

所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案（年

金確保支援法案）」が成立した場合には、住民基本台帳ネットワークの

活用が可能となることから、 
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  ① 厚生労働省による総務省との住民基本台帳ネットワークの活用の

ための具体的な実務の検討に連合会としても参画しつつ、連合会とし

ての事務処理方法を検討し、成案を得る。 

  ② 住民基本台帳ネットワークの活用が可能となり次第、日本年金機構

からの住所情報でも把握ができない者について、住所の把握を行う。 

  ③ 住所の把握ができた者について、裁定請求書を確実に送付する。 

 といった取組みを進める。 

（３）住所不明者の未請求者に対する実態把握（新） 

○ 住所不明者であるため連絡がとれない未請求者について、9 月まで

にサンプル調査を行い、実態を把握した上で、その対策を検討し、平

成 23 年度からの未請求者対策強化につなげる。 

２ 裁定請求書到達者対策 

（１）裁定請求書到達者の未請求者に対する実態把握（新） 

   ○ 裁定請求書到達者であるにもかかわらず未請求者となっている者

について、9 月までにサンプル調査を行い、未請求の理由等を把握し

た上で、その状況を踏まえた対策を検討し、平成 23 年度からの未請

求者対策強化につなげる。 

（２）裁定請求書の再送付の拡充（新） 

○ 現在、60歳に到達する 1ヶ月前に裁定請求書を送付し、到達してい

るが請求しない者については、65歳時点で再送付しているが、当該者

のうち、平均年金額以上の者については、平成 23 年度から、63 歳時

点においても裁定請求書を再送付。 

 ３ 中途脱退者等が住所不明者・未請求者とならないための取り組み 

（１）これまでの取り組みの一層の推進 

○ 中途脱退者等に対し、年金の支給義務が連合会へ移管されたこと及

び氏名や住所を変更した場合は、連合会へ連絡をいただきたい旨を記

載した「ご案内のチラシ」を作成し、事業主を経由して周知。（平成

20年 6月～） 

   ○ 連合会の月刊誌等（企業年金やニュースレター）を通じて、厚生年

金基金及び事業主に対し、住所や氏名変更について中途脱退時に連合

会へ届出することを周知徹底。（平成 22年 4 月～） 

   ○ 中途脱退者等への承継のお知らせに住所・氏名変更時の連合会への 

変更届を同封。（平成 20年 9月～） 

○ 連合会ホームページ上で、承継通知書や裁定請求書の発送依頼が 

できるよう改善し、依頼に基づき直ちに裁定請求書を送付。（平成 20

年 9月～） 
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（２）日本年金機構との連携強化 

○ 機構が送付する「ねんきん特別便」、「ねんきん定期便」、「厚生年

金加入記録のお知らせ」に連合会の照会先であるコールセンターの

電話番号を記載。（平成 19年 12 月～） 

○  機構が送付する「ねんきん定期便」に加入していた厚生年金基金の名

称及び基金番号についても記載することを平成 21 年 7 月に依頼。（機構

と協議中）（新） 

○ 機構が行う年金相談の際、厚生年金基金加入期間がある者に対し、

厚生年金基金の裁定申請の注意喚起を行うことについて、その対策

を機構に依頼。（機構と協議中）（新） 

○ 年金事務所において、連合会が作成した住所・氏名変更の届出を

行う旨の「ご案内チラシ」を配布することについて、機構に依頼。（機

構と協議中）（新） 

  （３）厚生年金基金等への協力依頼 

    ○ 基金に対して中途脱退者に係る住所・氏名変更の届出の徹底を 

依頼（平成 20年 6月～） 

○ 基金への訪問の際や連合会主催の研修、セミナー等機会がある 

都度、住所･氏名変更の届出の協力依頼文書を配布（平成 22年 6月

～） 

    ○ 基金の広報誌に事業主向けの協力文書の掲載依頼（平成 22年 7月

～） 

 

 ４ その他 

平成19年12月以降、未請求者の状況及び解消に向けた取組みについて、

年に一度厚生労働大臣に対して実施状況を報告しているが、さらに、重

点期間中は中間報告を行う。（新） 

 



２２年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

 １　住所不明者対策

　（１）日本年金機構が保有する住所情報の活用による住所把握・裁定請求書
　　　の送付

　　　①H21.10月～22年3月に受給権を取得した者のうち、転居先不明となっている者
　　　　の住所情報を取得し、裁定請求書を送付。

　　　② H22年度に受給権を取得する者の住所情報を事前に取得し、誕生月の前月
　　　　に裁定請求書を送付。

　　　③H22.4月～22年9月に受給権を取得した者のうち、転居先不明となっている者
　　　　の住所情報を取得し、裁定請求書を送付。

　　　④H22.10月～23年3月に受給権を取得した者のうち、転居先不明となっている者
　　　　の住所情報を取得し、裁定請求書を送付。

　（２）住基ネットが保有する住所情報の活用による

　 　住所把握・裁定請求書の送付

　（３）住所不明者の未請求者に対する実態調査（サンプル調査）

 ２　裁定請求書到達者対策

　（１）裁定請求書到達者の未請求者に対する実態調査（サンプル調査）

　（２）裁定請求書の再送付の拡充

　　　現在、60歳の1ヶ月前に裁定請求書を送付した後、請求がなければ65歳時に
　　　再度、請求書を送付しているが、63歳時にも再送付する

 ３　中途脱退者等が住所不明者・未請求者とならないための取り組み 
　（１）これまでの取り組みの一層の推進

　（２）日本年金機構との連携強化

４　実施状況の報告

企業年金連合会における未請求者対策の実施計画（工程表）
（別紙）

　（３）厚生年金基金等への協力依頼

２３年度 ２４年度

○ 氏名、住所変更等の際は、連合会へ届出を行う「ご案内チラシ」を事業主から中途脱退者への配布依頼。（平成20年6月～）

○ 連合会の月刊誌等で厚生年金基金及び事業主に協力要請。（平成22年4月～）

○ 承継のお知らせに住所・氏名変更届の同封を開始。（平成20年9月～）

○ 連合会のホームページ上で、承継通知書や裁定請求書の送付依頼が可能とする改善。（平成20年9月～）

○「ねんきん定期便」等へ連合会のコールセンターの電話番号を記載。（平成19年12月～）

○「ねんきん定期便」等に加入していた基金名称及び基金番号の記載を依頼（機構と協議中)

②

①

③

【住基ネットの活用による住所把握】

【裁定請求書の送付】

【６３歳時の再送付】

○年金機構が実施する年金相談の際、厚生年金基金加入期間がある者への注意喚起の徹底依頼。（機構と協議中）

○年金事務所へ「ご案内チラシ」の配布依頼。（機構と協議中）

○基金に対して中途脱退者に係る住所・氏名変更の届出の徹底を依頼。（平成20年6月～）

○基金への訪問や連合会主催の研修、セミナー等機会がある都度、住所･氏名変更の届出の協力依頼文書の配布。（平成22年6月～）

○基金の広報誌に事業主向けの協力依頼文書の掲載依頼。（平成22年7月～）

【住基ネットの活用のための事務処理方法を検討】

【サンプル調査】
【サンプル調査で未請求

理由等を把握・対策を検討】

②

③

②

③

【対策強化】

【裁定請求書の再送付の実施準備】

報告
中間報告

報告
中間報告

報告
中間報告

④ ④

【調査の事前準備】

【サンプル調査】
【サンプル調査で実態等を

把握・対策を検討】 【対策強化】【調査の事前準備】



【参考】仕分け結果を踏まえた改革案について（企業年金連合会）

主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

１．「未請求者対策」に具体性がなく、改革案
としては不十分。

１．未請求者対策については、改革案の工
程表のとおり推進する。

２．未払いに対するインフラ作りについて、公
的な年金システムも含めたトータルなデザ
インの策定が必要になる。

２．これまでも、未請求者対策について、日
本年金機構から住所情報の提供を受けて、

裁定請求書を送付。また、「ねんきん定期
便」等に連合会の連絡先を掲載し、請求漏
れに注意を喚起しているが、今後も改革案
の工程表のとおり日本年金機構とも連携し
つつ、未請求者対策の取組みを推進する。

３．運用に対する中長期的な観点からの健
全化に関する体制作り、ガバナンスについ
てはより高度化を望みたい。

３．連合会はおよそ10兆円の資産を運用す

る機関投資家として、社会的役割を十分に
認識し年金資産運用を行っているところで
ある。

ご指摘の運用に関する中長期的な観点

からの健全化に関する体制作り、ガバナン
スについては重要であると考えており、今後
も随時、運用の基本方針の見直し、受託機
関の見直しを行うなどの充実強化を図って
まいりたい。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

４．代行返上の受託事業については、見直す
ことはできないか。

・ 国へ事業を移管
・ 法人で事業継続して、更なる見直し

４．年金局としては、企業年金連合会の本
来の役割として従来から厚生年金基金の
中脱者等の記録のデータベースを持ち、そ
の記録を整理するためのシステムを保有し、
これらに関する専門的なノウハウを持って
いることから、企業年金連合会への委託を
続けることが効率的と考えている。

５．主力業務である「短期中途脱退者の年
金」と「解散基金の年金」は、適用業務を除き、
日本年金機構とほとんど同じ業務。職員、シ
ステムなどは日本年金機構でほとんど吸収
可能。国へ業務を移管し、一本化することに
よって、国民経済的にも効果は大きい。

５．企業年金連合会が実施している事業の

中には、企業年金独自の上乗せ部分を含
んでおり、企業年金の資産運用、年金給付、
研修等を国の事業とした上で日本年金機
構に委託することは馴染まないと考えられ、
日本年金機構との一体化については、上
乗せ部分のあり方についての検討が必要
となる。

新年金制度の検討に併せ、本事業のあり
方についても検討を行う。

企業年金連合会で実施との仕分け人
の評決が６名中５名。



主な指摘事項 改革案の更なる見直し内容

６．余剰資産を再考する必要があるのでは
ないか。

７．福祉施設等は整理し、本業に集中すべき。

６・７．京都年金基金センターは福祉施設とし
ては廃止。建物についても年金運用資産と
して活用し、その収益を年金積立金に充当
する方向で速やかに検討。

８．制度が多様化し会員のニーズも増大す
る中、確定拠出年金、国際会計基準（ＩＦＲ
Ｓ）など新たな要素を含めた全体的な情宣活
動が必要になる。

８．会員サービス、加入者サービスについて
は、増大し多様化するニーズに的確に対応
するため、ＰＤＣＡ（計画（plan）、実行（do）、
評価（check）、改善（act））サイクルで不断の

見直しを行い、研修内容を随時改善するな
どをして効率的で有効なサービスを提供す
る。

また、確定拠出年金、確定給付企業年

金、資産運用等については、会員で構成さ
れる委員会で議論を行い、その成果としてガ
イドラインの策定や提言の取りまとめを行う
等の会員のニーズに対する取組みを充実し
てまいりたい。



企業年金連合会の概要

≪基礎データ≫

≪主な事務・事業≫

事務・事業 予算 うち国からの
財政支出

会員支援事業 17億円
[うち0.8億円]

0億円

年金通算事業 69億円
[うち0.7億円]

1.8億円
（国庫補助金）

受託事業 1.9億円
（業務受託料）

1.9億円
（業務受託料）

≪組織体制≫

本部
6部27課
（196人）

うち管理部門
１部２課（17人）

8.7％

地方 ― ― ―

＊ 役職員数は平成22年４月１日現在、予算額は平成22年度の数値、うち国家公務員
出身者・現役出向者についてはそれぞれの年度の４月１日現在、うち国からの財政
支出についてはそれぞれの年度の数値

役員
５人

うち
国家公務員出身者 ２人 ２人

うち
現役出向者 0人 0人

職員
１９６人

うち
国家公務員出身者 15人 4人

うち
現役出向者 13人 7人

予算 88億円
（事業経費予算）

うち
国からの財政支出

国庫補助金
1.8億円

委託費
1.9億円

国庫補助金
4.6億円

委託費
2.0億円

【22年度】 【 （参考）21年度】

職員 157人
嘱託 39人

法 人 に 占 め る
管理部門の割合

理事長（常勤）
常勤理事 ４人

評議員会 (37人） ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・契約監視委員会

理事会 （18人） 年金サービスセンター 92人

理事長（常勤） 企画振興部 32人

常勤理事（4人）

数理部 16人

監事 （2人）

年金運用部 32人

ＣＩＯ

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ（2人） システム総合調整室 5人

総務部 17人

11

＊ 職員の国家公務員出身者及び現役出向者数の増加は、年金記録突き合わせ等の記
録整備に集中的に取り組む体制を確保するための臨時的なものである。

＊[ ]は管理部門人件費を内数で表記


